
　市では、地域経済のデジタル化を進めることを目的に、対象店舗
でスマホ決済サービス「au Pay(コード支払い)・ｄ払い・PayPay」
で決済した場合に、支払額の最大25％のポイントを還元するキャン
ペーンを実施します。

 開催期間 ９ 月 １ 日㈭～１１月３０日㈬（ ３ カ月間）

身のまわり身のまわりのの 防 災 対 策備えて安心備えて安心

付与率利用金額の最大25％利用金額の最大25％
付与上限 １ IDにつき １ 決済当たり１,000円相当、 １ カ月当たり5,000円相当１ IDにつき １ 決済当たり１,000円相当、 １ カ月当たり5,000円相当
までまで
対象店舗au Pay・ｄ払い・PayPayを導入している市内対象店舗（ポスターau Pay・ｄ払い・PayPayを導入している市内対象店舗（ポスター
が目印です）が目印です）
　※ 大企業、コンビニチェーン店などは対象外です。　※ 大企業、コンビニチェーン店などは対象外です。
■■利用者向け説明会利用者向け説明会
　キャッシュレス決済の使い方に関する説明会を開催　キャッシュレス決済の使い方に関する説明会を開催
します。します。
abab① ９ 月 ８ 日㈭午前１0時～午後 ４ 時、クルネ １ 階吹① ９ 月 ８ 日㈭午前１0時～午後 ４ 時、クルネ １ 階吹

き抜け広場（野火止 １ − ３ − ３ ）き抜け広場（野火止 １ − ３ − ３ ）
　　② ９ 月１４日㈬午前１0時～午後 ４ 時、イオンモール　　② ９ 月１４日㈬午前１0時～午後 ４ 時、イオンモール

東久留米 １ 階チャオパニックティピー前（南沢東久留米 １ 階チャオパニックティピー前（南沢
5 −１７−６2）5 −１７−６2）

k当日会場で キャンペーンのポスター

東久留米市でお買い物 !

l市キャッシュレス決済推進事業事務局☎0１20・5１３・025
（土曜・日曜日、祝日を含む午前１0時～午後 ７ 時）

キャッシュレスで最大２５％キャッシュレスで最大２５％
戻ってくるキャンペーン！戻ってくるキャンペーン！ 市n

マイナンバーカードの申請補助やスマートフォン教室については２面をご覧ください。

　市では、多摩地域に直下地震が発生したことを想定した総合防災訓
練を実施します。本訓練は感染症拡大防止のため、関係機関のみの訓
練となります。
　詳細は広報１0月１5日号でお知らせします。

１０月２３日㈰に総合防災訓練を実施します

　最低 ３ 日分（できれば ７ 日分）の食糧や飲料水を備
蓄することが大切です。生活用品のほか、マスクや
消毒液なども備えましょう。
■日常備蓄のすすめ
　日頃から使用している日用品や食料を少し多めに備えることも「日
常備蓄（ローリングストック）」にあたります。災害時でも普段と変わ
らない食事や使い慣れたものを使うことができるため、安心感を得ら
れるという利点があります。

備蓄品の確認

　地震に備え、家具のレイアウトの見直しや、家具転
倒防止器具の設置を行い、家具の転倒・移動・落下を
防ぎましょう。

家具の転倒防止

■安心くるめーる
　市の防災情報や災害時の避難に関する情報を配信
しています。登録方法は市nをご覧ください。
■東京消防庁公式アプリ
　消防や救急の情報を入手できます。
■おうちで防災を学ぼう！リモート防災学習
　防災訓練動画の視聴や防災クイズに挑戦できます。

防災知識を身につけましょう

市n（安心くるめ
ーる登録方法）

東京消防庁
公式アプリ

東京消防庁n
（リモート防災学習）

　東京消防庁では、コロナ禍における「新しい
日常」に照らした防災訓練などをサポートする体制をとっています。
防災訓練を実施したいけれど、今まで通りのやり方では心配という方
は、お問い合わせください。
l東久留米消防署防災安全係☎0４2・４７１・0１１９

「新しい日常」に即した
防災訓練をしましょう

　「避難」とは危険を回避し安全を確保することであ
り、避難所に行くことだけが避難ではありません。
安全な自宅で避難生活を送る「在宅避難」や、安全な
親戚・知人宅など、避難所以外の場所に避難する「分
散避難」も検討しましょう。
　また、必要な場合は避難所への避難も
検討してください。市では、地震災害な
どの避難所として2４カ所、風水害時の避
難所として１７カ所指定しています。防災
マップや洪水ハザードマップ、避難所案
内を確認して、自宅から近い避難所はど
こか確認しておきましょう。

避難先の確認

市n
（各種マップ・案内）

今号の主な内容

No. 1311

令和４年
（2022年）

9／1 号
・東久留米市地場産農産物利用飲食店等支援金２０２２… ２ 面

・新型コロナウイルスワクチン関連情報…………… ３面

・ひとりで悩んでいませんか？……………………… ８面

・秋の胃がん検診………………………………………１２面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち

〒203-8555 東久留米市本町３-３-１　☎042・470・7777（代） https://www.city.higashikurume.lg.jp/
発行／東久留米市　　編集／企画経営室秘書広報課　　　　　　■東久留米市ホームページ

毎月１日・１５日発行

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。

　毎年 ９月は防災月間です。いつ起こるかわからない災害に備えて、いま一度、身のまわりを見直しましょう。
l防災防犯課☎０４２・４７０・７７６９



abe右表の通り
cスマホの基本操作、マイナンバーカードおよびマイナポイントの申請補助など
f各部先着１０人
dNTTドコモ専門講師
　※市シルバー人材センター会員が講師を補助します。
g無料
hご自身でお使いのスマホ（アンドロイド端末・シニア向けスマホ限定）
　※お持ちでない方は当日スマホを貸与します。
　※�マイナンバーカードを取得していない方は、国から送付されている二次元コ
ード付きマイナンバーカード申請書（右上の見本参照）をご持参いただければ、
申請を補助します。

　※�マイナポイントの申請をしたい方は、利用したい決済サービスを決めておき、
ご自身のマイナンバーカードをご持参いただければ、申請を補助します。

i▼スマホをお持ちでない方には貸し出しも行いますが、各種申請はできません。
　▼�通信状況やスマホの設定などにより、その場で申請が完了しない場合があり
ます。

j�教室を受講した方が他の方にマイナンバーカードの取得を紹介し、紹介された
方が取得した場合、紹介した方に２，０００円分のクオカードを差し上げます。ク
オカードは、紹介された方がマイナンバーカードを取得したことを確認した後、郵送でお送りします。なお、クオカードの受け取りには期限があ
りますのでご注意ください
k�９ 月 １ 日㈭午前 ９時から、市シルバー人材センター（平日午前 ９時〜午後 ４時）宛て電話（☎０４２・４７５・０７３８）で、希望の日時・会場・氏名・年齢・
性別・電話番号・住所・スマホの有無をご連絡ください

　市では ９月まで、スマホの使い方に不慣れな方や、スマホを持っていないが興味がある方向けに、スマートフォン教室を開催
しています。また、同教室を受講した方が、他の方にマイナンバーカードの取得を紹介し、紹介された方が取得した場合、紹介
した方にクオカードを差し上げます（ １人 １回限り）。
l市シルバー人材センター☎０４２・４７５・０７３８（平日午前 ９時〜午後 ４時）
　※同センターは本事業の受託者です。

開催スケジュールなど

開催日 場所 時間・対象

① ９月７日㈬ ドコモショップ東久留米店
（前沢１－４－４８）

▼午前の部＝午前
１０時〜正午
▼午後の部＝午後
１時〜３時

▼９月７日㈬午後
の部・１４日㈬午後
の部＝スマホをお
持ちでない市民の
方またはシニア向
けスマホをお持ち
の市民の方向け
▼それ以外の日程
＝スマホをお持ち
の市民の方向け
（シニア向けスマ
ホを除く）

② ９月１３日㈫ 成美教育文化会館
（東本町８－１４）

③ ９月１４日㈬ ドコモショップ東久留米店

④ ９月２０日㈫ 市シルバー人材センター
（下里４－１－４４）

⑤ ９月２７日㈫ 成美教育文化会館

※各日２つの時間帯（午前の部・午後の部）で開催します。

スマートフォン教室を開催します

支援対象経費市内で生産された地場産農産物であり、かつ市内で購入したもの
　※交付申請時にレシート・領収書などで確認します。
給付額市内産農産物購入経費の ５分の ４以内（上限１４万円）
支援対象者食品衛生法または東京都食品製造業等取締条例の飲食店営業許可等
を受けた市内の飲食店など
i�同支援金を申請するには、地場産農産物購入開始前に事前の事業参画申し込
みが必要です。あらかじめ募集要項をご確認ください

申請書類の入手方法①市nからダウンロード②産業政策課（市役所 ６階）③みら
い東久留米新鮮館（JA東京みらい内）
申請方法 ９ 月 １ 日㈭〜 ５年 ２月 ６日㈪に（消印有効）、申請書に必要事項を記入
し必要書類を添付して、〒２０３－８５５５、市役所産業政策課宛て郵送、m
（sangyoseisaku@city.higashikurume.lg.jp）、または同課に直接持参してく
ださい

　市では、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた市
内の飲食店の支援、および地場産農産物の販売拡大を目的として、
市内産農産物の購入に係る経費の一部を支援します。

東久留米市地場産農産物
利用飲食店等支援金２０２２
l産業政策課農政係☎０４２・４７０・７７４３

　市では ９月まで、６５歳以上の方でスマートフォンに不慣れな方向けに、マイナンバーカードの申請手続きを
お手伝いします。この申請補助を利用してマイナンバーカードの申請を行い、アンケートにお答えいただいた
方にクオカードを差し上げます（ １人 １回限り）。
l市シルバー人材センター☎０４２・４７５・０７３８（平日午前 ９時〜午後 ４時）
　※同センターは本事業の受託者です。

ab右下表の通り
cスマホを使ったマイナンバーカードの申請補助など
e６５歳以上の市民の方でスマホをお持ちの方
f各時間先着１０人（予約優先、当日受け付け可）
d市シルバー人材センター会員
g無料
hスマホ、二次元コード付きマイナンバーカード申請書（右の見本参照）
　※同申請書は、国から送付されているものです。
i▼�スマホ、二次元コード付きマイナンバーカード申請書がない場合は、交付申請ができま
せんので、必ずお持ちください。

　▼スマホをお持ちでない方への貸し出しはありません。
　▼通信状況やスマホの設定などにより、その場で申請が完了しない場合があります。
j▼申請には顔写真データが必要です。ご用意がない場合は、当日会場で撮影します。
　▼�申請補助利用後に実施するアンケートにお答えいただいた方に１，０００円分のクオカード
を差し上げます。

k�９ 月 １ 日㈭午前 ９時から、市シルバー人材センター（平日午前 ９時〜午後 ４時）宛て電話（☎
０４２・４７５・０７３８）で、希望の日時・会場・氏名・年齢・性別・電話番号・住所をご連絡く
ださい

開催スケジュールなど
開催日 時間 場所

① ９月８日㈭

▼午前９時〜１０時
▼午前１０時〜１１時
▼午前１１時〜正午
▼午後１時〜２時
▼午後２時〜３時
▼午後３時〜４時

成美教育文化会館
（東本町８－１４）

② ９月１５日㈭ 市シルバー人材センター
（下里４－１－４４）

③ ９月２２日㈭ 成美教育文化会館

④ ９月２６日㈪ 市シルバー人材センター

⑤ ９月２９日㈭ 中央町地区センター

⑥ ９月３０日㈮ 中央町地区センター
※各日６つの時間で開催します。

◀︎
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール
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生

活

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

受
け
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り
の
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日
窓
口

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

渡
し
す
る
準
備
が
で
き
た
方
に

交
付
通
知
書（
緑
の
封
筒
）を
発

送
し
て
い
ま
す
。

　
交
付
通
知
書
が
届
き
ま
し
た

ら
、
お
早
め
に
受
け
取
り
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
９
月
１０
日
の
休
日
窓
口

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
け

取
り
手
続
き
の
た
め
の
臨
時
休

日
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
休
日

窓
口
は
完
全
予
約
制
で
行
い
、

カ
ー
ド
を
後
日
郵
送
し
ま
す
。

a
９
月
１０
日
㈯
午
前
９
時
～
最

長
午
後
１
時（
午
後
０
時
半
の

予
約
者
の
受
け
付
け
が
終
わ
り

次
第
、
閉
庁
し
ま
す
）

b
市
民
課（
市
役
所
１
階
）

予
約
受
付
開
始
日
時
８
月
２９
日

㈪
午
前
９
時

予
約
方
法
次
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い

①
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０

１
２
０
・
０
１
７
８
・
３
３（
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時〈
土
曜

・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
〉）

②
専
用
予
約
サ
イ
ト（
２４
時
間

対
応
）

i
予
約
枠
が
埋
ま
り
次
第
受
付

終
了

j
電
子
証
明
書
の
更
新
手
続
き

や
、
申
請
サ
ポ
ー
ト（
顔
写
真

・
予
約
制
）も
行
い
ま
す
。
詳

細
は
市
n
ま
た
は
電
話
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い

　
※
同
カ
ー
ド
の
申
請
数
の
増

加
に
よ
り
、
現
在
、
臨
時
的
に

後
日
郵
送
で
の
受
け
取
り
手
続

き
を
行
っ
て
い
ま
す
。

l
市
民
課
住
民
記
録
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
２
２

10
月
以
降
使
用
す
る�

後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
を
送
付
し
ま
す

　
１０
月
か
ら
の
窓
口
２
割
負
担

の
導
入
に
伴
い
、
現
在
お
持
ち

の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証（
藤
色
）の
有
効
期
限
は
、
９

月
３０
日
㈮
と
な
っ
て
い
ま
す
。

１０
月
１
日
㈯
か
ら
使
用
す
る
保

険
証（
水
色
）は
、
９
月
末
日
ま

で
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し

ま
す
。
９
月
３０
日
ま
で
は
現
在

の
保
険
証（
藤
色
）を
使
用
し
ま

す
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
破
棄
し

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
９
月
下
旬
ま
で
不
在
の
方
に

は
、
９
月
末
日
ま
で
に
新
し
い

保
険
証
を
お
届
け
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
１０
月
１
日
を

過
ぎ
て
も
保
険
証
が
届
か
な
い

場
合
は
、
保
険
年
金
課
高
齢
者

８
月
１５
日
付
人
事
異
動

　
市
で
は
、
８
月
１５
日
付
で

課
長
お
よ
び
係
長
の
異
動
を

行
い
ま
し
た
。
課
長
級
の
異

動
は
次
の
通
り
で
す（
カ
ッ

コ
内
は
前
職
）。

◎
課
長
級

　
企
画
経
営
室
行
政
経
営
課

長
兼
主
査
事
務
取
扱（
企
画

経
営
室
行
政
経
営
課
長
）森

田
吉
輝
▼
福
祉
保
健
部
障
害

福
祉
課
長（
企
画
経
営
室
行

政
経
営
課
長
補
佐
兼
主
査
）

飯
田
嘉
紀
▼
子
ど
も
家
庭
部

主
幹（
子
ど
も
家
庭
部
児
童

青
少
年
課
長
）高
柳
邦
昭
▼

子
ど
も
家
庭
部
児
童
青
少
年

課
長（
福
祉
保
健
部
障
害
福

祉
課
長
）桑
原
直
人

l
職
員
課
☎
０４２
・
４
７
０
・

７
７
１
６

医
療
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
有
効
期
限
が
切
れ
た

保
険
証（
藤
色
）は
、
１０
月
１
日

以
降
に
ご
自
身
で
破
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
８

４
６土

地
・
家
屋
の
所
有
者

が
亡
く
な
ら
れ
た
際
の

手
続
き

　
賦
課
期
日（
毎
年
１
月
１
日
）

ま
で
に
土
地
・
家
屋
の
所
有
者

が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
そ
の

土
地
・
家
屋
の
現
所
有
者
の
方

（
相
続
人
な
ど
）は
、
相
続
登
記

さ
れ
る
ま
で
の
間
、「
固
定
資
産

現
所
有
者
申
告
書
」の
提
出
が

必
要
で
す
。

　
申
告
は
、
現
所
有
者
で
あ
る

と
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
３
カ

月
以
内
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
所
有
権
移
転
登
記

が
完
了
し
て
い
る
場
合
は
、
申

告
は
不
要
で
す
。

l
課
税
課
土
地
資
産
税
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
２
６
、
家
屋

資
産
税
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７

７
２
７

固
定
資
産
税
の�

現
況
調
査（
土
地
）

　
市
で
は
、
５
年
度
の
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
に

当
た
り
、
９
月
～
１２
月
ご
ろ
、

土
地
の
利
用
状
況
の
調
査
を
行

い
ま
す
。

　
調
査
で
は
、
市
職
員
が
市
内

全
域
を
自
転
車
で
巡
回
し
、
更

地
だ
っ
た
土
地
に
家
屋
が
建
築

さ
れ
る
と
い
っ
た
土
地
の
利
用

状
況
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
、

主
に
目
視
で
確
認
し
ま
す
。

　
※
市
職
員
は
調
査
時
に「
固

定
資
産
評
価
補
助
員
証
」を
携

帯
し
て
い
ま
す
。

l
課
税
課
土
地
資
産
税
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
２
６

子
ど
も

と
教
育

就
学
援
助
費
の
入
学
前

支
給

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学

校
で
か
か
る
費
用
が
大
き
な
負

担
と
な
っ
て
い
る
家
庭
に
対
し

て
、
教
育
費
の
一
部
を
援
助
し

て
い
ま
す
。
就
学
援
助
の
支
給

費
目
の
う
ち
、
新
入
学
児
童
生

徒
学
用
品
費
を
入
学
前
に
支
給

し
ま
す
。

e
５
年
２
月
１
日
現
在
市
内
に

居
住
し
、
４
月
に
公
立
小
・
中

学
校
に
入
学
予
定
の
児
童
・
生

徒
の
保
護
者
で
、
就
学
援
助
制

度
の「
準
要
保
護
」に
該
当（
生

計
を
一
に
す
る
全
員
が
次
の
①

～
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当
）す

る
方

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方（
認
定
基
準
を

上
回
る
収
入
が
あ
る
場
合
や
転

出
の
場
合
を
除
く
）②
市
民
税
、

国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年
金

の
掛
金
な
ど
が
減
免
の
方
③
児

童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
る
方
④
生
計
を
一
に
す
る
全

員
の
令
和
３
年
分
の
総
収
入
が

認
定
基
準
以
下
の
方

　
※
認
定
基
準
、
申
請
方
法
な

ど
の
詳
細
は
、
市
n
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

l
学
務
課
学
事
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
７
９

	

（
４
面
へ
続
く
）

新
た
に
年
金
生
活
者 

支
援
給
付
金
の
支
給 

対
象
と
な
る
方
へ
の 

請
求
書
の
送
付

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

は
、
収
入
が
一
定
基
準
以
下

の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支

援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上

乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の

で
す
。
受
け
取
り
に
は
請
求

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

e
①
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
で
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
方
▼
６５
歳
以
上
で

あ
る
▼
世
帯
員
全
員
の
市
民
税

が
非
課
税
で
あ
る
▼
年
金
収
入

額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が

約
８８
万
円
以
下
で
あ
る

②
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
中
で
、
前
年
の
所

得
額
が
約
４
７
２
万
円
以
下
で

あ
る
方

請
求
手
続
き
▼
条
件
を
満
た
し

新
た
に
受
給
対
象
に
な
る
方
＝

日
本
年
金
機
構
か
ら
９
月
初
旬

頃
に
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

同
封
の
は
が
き（
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
請
求
書
）に

記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

５
年
１
月
４
日
ま
で
に
請
求

手
続
き
が
完
了
し
た
方
は
、

４
年
１０
月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ

っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
▼
新
た
に
年
金
を
受
給

す
る
方
＝
年
金
の
請
求
手
続

き
と
併
せ
て
年
金
事
務
所
ま

た
は
市
保
険
年
金
課
で
請
求

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１
、

ま
た
は
市
保
険
年
金
課
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
３
２

国
民
年
金

だ
よ
り

市n

l市新型コロナワクチンコールセンター（市コールセンター）
　☎０４２・４２０・７１７７（土曜・日曜日、祝日を除く午前 ９時〜午後 ５時受付）
　o０４２・４７７・００３３（聴覚に障害のある方などの相談）
※詳細は市nをご覧ください。

新型コロナウイルス
ワクチン関連情報

◆３回目・４回目接種券の発送 ◆接種券の交付依頼が必要となる方
　 ２回目・ ３回目の接種を ４月 １日〜１５日に行った
方への ３回目・ ４回目の接種券は ９月 ９日㈮に発送
予定です。接種券の到着まで １週間程度かかること
があります。

　下表に該当する方は接種券の交付依頼が必要です。詳細は市nをご覧くだ
さい。

★予約受付中の集団接種日・会場
　予約の空きがある場合は、随時予約を受け付けています。

※イオンホールはイオンモール東久留米 ２階（南沢 ５−１７−６２）です。
※１８日の会場にわくわく健康プラザを追加しました。

９ 月1７日㈯…イオンホール
９月1８日㈰…イオンホール、わくわく健康プラザ

集団接種予約サイト

市n（接種券
交付依頼）

引き続き感染対策を意識し、人と人との距離の確保、手洗
い・咳エチケットなど、一人ひとりの感染防止対策の徹底
にご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症相談窓口　〜まずは電話で相談を〜
新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談
※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
●�東京都発熱相談センター☎０３・５３２０・４５９２　☎０３・６２５８・５７８０
　同センター医療機関案内専門ダイヤル☎０３・６７３２・８８６４
　（いずれも２４時間、土曜・日曜日、祝日も受付）
●東京都多摩小平保健所☎０４２・４５０・３１１１
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前９時〜午後５時受付）

最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、市nを
ご覧ください。

市
n

表　接種券の交付依頼が必要となる方
回数 対象となる方

4回目 18歳以上60歳未満で基礎疾患をお持ちの方、医
療従事者・高齢者施設の従事者など

3・4回目 転入や海外接種など、直近の接種を東久留米市以
外の接種券で行った方

1・2回目 転入などにより東久留米市から接種券を取得した
ことのない方

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。

4．9．1 3
市民生活 子どもと教育



給
付
金「
よ
号
」の
受
給
権
を
取

得
し
た
方
で
、
令
和
元
年
１０
月

１
日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料

等
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
方

l
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局

援
護
・
業
務
課
給
付
係
☎
０３
・

５
２
６
３
・
１
１
１
１（
内
線

４
５
２
１
ま
た
は
３
４
２
６
）、

都
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
計

画
課
☎
０３
・
５
３
２
０
・
４
０

７
７
、
ま
た
は

市
福
祉
総
務
課

福
祉
政
策
係
☎

０４２
・
４
７
０
・

７
７
４
９

（
３
面
か
ら
続
く
）

児
童
扶
養
手
当
を�

振
り
込
み
ま
す

　
４
年
７
月
～
８
月
分
の
児
童

扶
養
手
当
を
指
定
預
金
口
座
へ

振
り
込
み
ま
す
。

振
込
予
定
日
９
月
１４
日
㈬

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

新
し
い
乳
・
子
医
療
証

を
送
付
し
ま
す

　
現
在
、
乳
幼
児
医
療
証（
乳

医
療
証
）・
義
務
教
育
就
学
児

医
療
証（
子
医
療
証
）の
医
療
証

を
お
持
ち
で
、
現
況
届
が
省
略

に
な
っ
た
方
、
ま
た
は
現
況
届

を
提
出
済
み
の
方
に
は
１０
月
１

日
か
ら
使
用
す
る
医
療
証
を
９

月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
現
況
届
の
提
出
が
必

要
な
方
に
は
、
６
月
１７
日
に
書

類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
現
況

届
が
未
提
出
の
方
は
お
早
め
に

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

◎
所
得
超
過
の
方

　
子
医
療
証
に
は
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
。
４
年
度
か
ら
所
得

超
過
に
よ
り
資
格
が
消
滅
す
る

方
に
は
、
受
給
資
格
喪
失
通
知

書
を
９
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

◎
新
た
に
受
給
の
対
象
に
な
る

方　
こ
れ
ま
で
所
得
超
過
の
た
め

子
医
療
証
の
対
象
で
は
な
か
っ

た
方
で
、
４
年
度
に
対
象
と
な

る
方（
所
得
制
限
限
度
額
表
参

照
）は
、
９
月
中
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
児
童
青

少
年
課（
市
役
所
２
階
）で
配
付

す
る
ほ
か
、
市
n
か
ら
も
取
得

で
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の
対
象
児
童

の
健
康
保
険
証
の
写
し

l
同
課
助
成
支
援
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
３
６

４
年
度
東
久
留
米
市

「
子
供
の
食
の
確
保
」緊

急
対
応
事
業
補
助
金

　
市
内
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う

「
子
供
の
食
の
確
保
」へ
の
緊
急

対
応
と
し
て
、
在
宅
の
子
ど
も

や
そ
の
保
護
者
を
対
象
に
、
食

事
の
提
供（
子
ど
も
食
堂
な
ど

で
調
理
・
用
意
し
た
弁
当
や
食

材
を
配
布
ま
た
は
宅
配
で
弁
当

を
子
ど
も
の
自
宅
へ
届
け
る
な

ど
）を
行
う
事
業
者
に
対
し
て

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象
期
間
５
年
３
月
３１
日

㈮
ま
で

補
助
対
象
経
費
需
用
費
、
使
用

料
お
よ
び
賃
借
料
、
役
務
費
な

ど申
請
手
続
き
な
ど
市
n
で
交
付

要
件
、
申
請
方
法
な
ど
を
確
認

の
上
、
交
付
申
請
書
な
ど
を
児

童
青
少
年
課
宛
て
郵
送
ま
た
は

同
課（
市
役
所
２
階
）へ
持
参
を
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返

却
し
ま
せ
ん
。
申
請
書
類
を
も

と
に
交
付
を
決
定
し
、
結
果
を

通
知
し
ま
す

申
請
期
限
５
年
２
月
２８
日
㈫

i
４
年
度
東
久
留
米
市
原
油
価

格
・
物
価
高
騰
等
対
応
事
業
継

続
支
援
金
に
よ
る
補
助
を
受
け

る
も
の
は
対
象
外
で
す

l
同
課
児
童
青
少
年
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
３
５

l
同
課
児
童
青
少
年
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
３
５
高
齢
者

・
福
祉

認
知
症
介
護
者
家
族
会

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
、
一
人
で
介
護
の
悩

み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん
か
。

日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と
な
ど
、

気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と
で
き
る

場
所
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

対
象
の
地
域
を
確
認
し
、
担
当

の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

申
し
込
み
の
上
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

◎
東
部
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

対
象
地
域
上
の
原
・
神
宝
町
・

金
山
町
・
氷
川
台
・
大
門
町
・

東
本
町
・
新
川
町
・
浅
間
町
・

小
山

a
b
９
月
２０
日
㈫
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
４５
分
。
東
部
地
域
セ

ン
タ
ー
会
議
室
２

k
l
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
２
８
・
７
７
８

８
ま
た
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
９

９
９
６

◎
中
部
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

対
象
地
域
本
町
・
幸
町
・
中
央

町
・
南
沢
・
学
園
町
・
ひ
ば
り

が
丘
団
地
・
南
町
・
前
沢
一
～

三
丁
目

a
b
９
月
１２
日
㈪
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
半
。
中
央
町
地
区
セ

ン
タ
ー
第
１
会
議
室

k
l
中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
０
・
８
１
８

６
ま
た
は
☎
０４２
・
４
５
１
・
５

１
２
１

◎
西
部
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

対
象
地
域
前
沢
四
・
五
丁
目
、

滝
山
・
野
火
止
・
八
幡
町
・
柳

窪
・
弥
生
・
下
里

a
b
９
月
２６
日
㈪
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
半
。
西
部
地
域
セ
ン

タ
ー
講
習
室
２

k
l
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
２
・
０
６
６

１
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
　

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座

～
地
域
活
躍
の
場
へ
～

　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
を
す
で
に
受
講
し
た
方
を
対

象
に
、
地
域
で
認
知
症
の
方
や

家
族
を
支
え
る
た
め
の
活
動
に

つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
る
２
日

間
の
講
座
で
す
。
認
知
症
サ
ポ

ー
タ
ー
か
ら
一
歩
前
進
し
ま
せ

ん
か
。

a
b
▼
１
日
目
＝
１０
月
７
日
㈮

午
後
２
時
～
４
時
、
市
民
プ
ラ

ザ
ホ
ー
ル（
市
役
所
１
階
）▼
２

日
目
＝
１０
月
２１
日
㈮
午
後
２
時

～
４
時
、
地
域
ご
と
に
開
催
で
、

東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

担
当
地
域（
上
の
原
・
神
宝
町

・
金
山
町
・
氷
川
台
・
大
門
町

・
東
本
町
・
新
川
町
・
浅
間
町

・
小
山
）在
住
の
方
は
東
部
地

域
セ
ン
タ
ー
講
習
室
、
中
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地

域（
学
園
町
・
ひ
ば
り
が
丘
団

地
・
本
町
・
中
央
町
・
幸
町
・

南
沢
・
前
沢
一
～
三
丁
目
・
南

町
）在
住
の
方
は
中
央
町
地
区

セ
ン
タ
ー
会
議
室
３
・
４
、
西

部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担

当
地
域（
前
沢
四
・
五
丁
目
、

滝
山
・
下
里
・
柳
窪
・
野
火
止

・
八
幡
町
・
弥
生
）在
住
の
方

は
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
講
習
室

２
・
３

c
講
話
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な

どe
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
を
受
講
し
た
こ
と
が
あ
る
市

民
の
方

f
先
着
５０
人
程
度

g
無
料

k
９
月
５
日
㈪
か
ら（
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９

時
～
午
後
５
時
）電
話
で
在
住

地
域
を
担
当
す
る
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー（
東
部
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
３

・
９
９
９
６
ま
た
は
☎
０４２
・
４

２
８
・
７
７
８
８
、
中
部
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４

７
０
・
８
１
８
６
ま
た
は
☎
０４２

・
４
５
１
・
５
１
２
１
、
西
部

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０４２

・
４
７
２
・
０
６
６
１
）へ

l
介
護
福
祉
課
地
域
ケ
ア
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
７
７（
内

線
２
５
０
１
～
２
５
０
３
）

「
わ
く
わ
く
す
こ
や
か

体
操
」呼
び
か
け
隊
に

な
り
ま
せ
ん
か

　「
体
操
の
グ
ル
ー
プ
を
立
ち

上
げ
た
い
」「
参
加
し
て
い
る
グ

ル
ー
プ
に
体
操
を
取
り
入
れ
た

い
」と
思
っ
て
い
る
方
は
い
ま

せ
ん
か
。

　
介
護
・
フ
レ
イ
ル
予
防
の
東

久
留
米
ご
当
地
体
操「
わ
く
わ

く
す
こ
や
か
体
操
」を
実
践
し

な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ
で
体
操
す

る
時
の
声
掛
け
や
グ
ル
ー
プ
立

ち
上
げ
の
方
法
を
学
び
ま
す

（
こ
の
役
割
を
実
践
す
る
人
が

「
呼
び
か
け
隊
」で
す
）。

a
１０
月
３
日
・
１７
日
・
２４
日
・

３１
日
の
い
ず
れ
も
月
曜
日
午
後

２
時
～
３
時
半（
１
時
半
か
ら

受
け
付
け
）

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

c「
わ
く
わ
く
す
こ
や
か
体
操
」

の
実
践
と
、
グ
ル
ー
プ
立
ち
上

げ
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ

講
座

e
お
お
む
ね
６５
歳
以
上
で
全
日

程
出
席
可
能
な
方

f
先
着
２０
人

d
東
久
留
米
市
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
協
議
会
の
理
学
療
法
士

k
l
９
月
２
日
㈮
午
前
９
時
か

ら
介
護
福
祉
課
地
域
ケ
ア
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
７
７（
内

線
２
５
０
１
～
２
５
０
３
）へ

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す

る
特
別
給
付
金

　
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金（
第
二
十
七
回「
ほ

号
」お
よ
び
第
二
十
二
回「
よ

号
」）の
請
求
期
限
は
９
月
３０
日

で
す
。
手
続
き
が
お
済
み
で
な

い
方
は
お
早
め
に
ご
請
求
く
だ

さ
い
。

e
第
二
十
二
回
特
別
給
付
金

「
ほ
号
」ま
た
は
第
十
七
回
特
別

４
年
度
東
久
留
米
市

い
き
い
き
長
寿
大
会

の
中
止
に
つ
い
て

　
市
で
は
毎
年
、
敬
老
事

業
の
一
環
と
し
て
、
い
き

い
き
長
寿
大
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
が
、
今
年
度
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
中
止

し
ま
す
。

l
福
祉
総
務
課
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
４
９

１．�「所得」とは、給与収入のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額－１０万円」、
自営業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額」の「合計」の額です。

２．�配偶者控除（同一生計配偶者）を受けている場合は扶養親族等の数に含みますが、配偶
者特別控除に該当する配偶者は扶養親族等の数に含みません。

３．年少扶養（１６歳未満）も扶養親族等の数に含みます。

☆所得制限限度額に加算する金額
　・扶養親族等の数が５人以上の場合� １人につき３８万円
　・老人扶養親族� １人につき６万円
　・７０歳以上の同一生計配偶者� １人につき６万円
☆所得額から控除できる金額
　・社会保険料相当額� 一律８万円
　・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除� 相当額
　・障害者控除額� （普通）２７万円　（特別）４０万円
　・寡婦控除額� ２７万円
　・ひとり親控除額� ３５万円
　・勤労学生控除額� ２７万円

義務教育就学児医療費助成（ 子医療証）所得制限限度額表（4年10月以降）
※4年度（３年分）所得で判定

扶養親族等の数 所得額 扶養親族等の数 所得額
0人 ６２２万円 ３人 ７３６万円
１人 ６６０万円 4人 ７７４万円
２人 ６9８万円

　 ９ 月は「世界アルツハイマー月間」です。今号では、「行方不明高齢者等事前登録制度」をご紹介し
ます。
　高齢者等の迷い人の家族などからの捜索依頼が増えています（ ３年度は１０人）。同制度は、迷い人
の可能性がある高齢者などの氏名や顔写真、特徴などの情報を、家族などの申請により市で事前登
録を行います。登録者には、氏名や居住地域などを記載できる携帯用のオレンジヘルプカードを差
し上げています。登録情報は市と地域包括支援センターで共有し、迷い人になった際には、家族な
どの了解の下、防災行政無線で捜索依頼を放送するなど、警
察などとも連携して早期発見、安全な保護に取り組みます。
　家族などができる事前の予防策としては、洋服や靴、バッ
グなどに氏名や自治体名を記載することです。探索用のGPS
端末機の携帯も増えてきました。外出中に交通事故を起こし、
家族に賠償が求められることもあるので、予防策の検討をお
願いします。
l介護福祉課地域ケア係☎０４２・４７０・７７７７（内線２５０１～２５０３）

教えて！介護と予防教えて！介護と予防 認知症などで迷い人にならないために

厚生労働省n
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高齢者・福祉子どもと教育



住
居
確
保
給
付
金
な
ど

の
申
請
期
限
延
長

◎
住
居
確
保
給
付
金

　
離
職
な
ど
に
よ
り
収
入
が
減

少
し
、
資
産
状
況
や
求
職
活
動

な
ど
の
要
件
を
満
た
す
方
に
対

し
、市
か
ら
直
接
、不
動
産
事
業

者
な
ど
に
家
賃
相
当
額（
１
度

限
り
）を
振
り
込
む
制
度
で
す
。

　
※
再
支
給
の
申
請
期
限
が
延

長
さ
れ
ま
し
た
。

申
請
期
限
休
業
や
減
収
を
理
由

と
し
た
再
支
給
の
申
請
期
限
は

９
月
３０
日
㈮

◎
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金

　
緊
急
小
口
資
金
お
よ
び
総
合

支
援
資
金
の
初
回
ま
た
は
再
貸

付
ま
で
借
り
終
わ
っ
た
世
帯
や
、

再
貸
付
に
つ
い
て
不
承
認
と
さ

れ
た
世
帯
で
一
定
の
要
件
を
満

た
す
世
帯
に
対
し
、
最
大
で
３

カ
月
間
、
支
援
金
を
支
給
し
ま

す
。
昨
年
１２
月
以
降
、
支
給
期

間
が
終
了
し
た
方
に
つ
い
て
再

支
給（
１
度
限
り
）が
可
能
で
す
。

　
※
申
請
期
限
が
延
長
さ
れ
ま

し
た
。

申
請
期
限
９
月
３０
日
㈮

　
※
新
た
に
同
支
援
金
を
受
け

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
方
に
は
、

申
請
書
な
ど
の
ご
案
内
を
順
次

発
送
し
ま
す
。

k
案
内
に
同
封
の
返
信
用
封
筒

に
て
申
請
書
類
の
郵
送
を

l
福
祉
総
務
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
４
９

１００
歳
以
上
の
方
と
卒
寿

の
方
へ
の
記
念
品
贈
呈

　
市
で
は
、
市
内
在
住
で
令
和

４
年
度
中
に
１００
歳
以
上
で
あ
る

方
と
卒
寿（
９０
歳
）を
迎
え
る
方

に
、
そ
の
長
寿
を
祝
っ
て
記
念

品
を
贈
呈
し
ま
す
。
記
念
品
は

９
月
１５
日
㈭
～
２１
日
㈬
に
地
区

の
民
生
委
員
が
ご
自
宅
へ
お
届

け
す
る
予
定
で
す
。
な
お
、
対

象
者
に
は
別
途
、
記
念
品
贈
呈

に
関
す
る
は
が
き
を
送
付
し
ま

す
。

l
福
祉
総
務
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
４
９

「
し
ご
と
フ
ェ
ア
」開
催

　
市
内
の
障
害
者（
児
）福
祉
施

設
が
、
職
員
を
募
集
す
る
合
同

就
職
説
明
会「
し
ご
と
フ
ェ
ア
」

を
開
催
し
ま
す
。

　
会
場
内
に
設
け
ら
れ
た
各
事

業
所
の
ブ
ー
ス
を
自
由
に
行
き

来
し
、
担
当
者
と
直
接
話
を
す

る
こ
と
で
、
障
害
者
福
祉
施
設

で
の
仕
事
に
関
し
て
よ
り
深
く

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

a
９
月
２４
日
㈯
午
後
１
時
～
５

時b
市
民
プ
ラ
ザ
・
屋
内
ひ
ろ
ば

（
市
役
所
１
階
）

c
就
職
相
談
、
施
設
で
製
作
さ

れ
た
作
品
の
販
売
な
ど

e
福
祉
の
仕
事
に
興
味
の
あ
る

求
職
中
の
方

l
市
し
ご
と
フ
ェ
ア
実
行
委
員

会
代
表（
特
定
非
営
利
活
動
法

人
ゆ
う
）☎
０４２
・
４
２
０
・
１

８
５
０
ま
た
は
障
害
福
祉
課
地

域
支
援
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７

７
４
７日

中
一
時
支
援
事
業
・

移
動
支
援
事
業

◎
日
中
一
時
支
援
事
業

　
日
中
一
時
支
援
事
業
は
、
障

害
者
・
児
を
日
常
的
に
介
護
し

て
い
る
家
族
が
、
疾
病
、
冠
婚

葬
祭
、
レ
ス
パ
イ
ト（
一
時
的

な
休
息
）な
ど
の
理
由
で
、
障

害
者
・
児
の
見
守
り
な
ど
の
支

援
が
必
要
と
な
っ
た
際
、
一
時

的
に
預
か
り
活
動
の
場
を
提
供

し
、
日
中
活
動
の
支
援
を
行
う

も
の
で
す
。

利
用
日
数
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン

タ
ー
で
行
う
都
型
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
と
併
せ
て
１
カ
月
７
日
間

（
上
限
）

e
身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
者

手
帳
を
お
持
ち
の
方（
１８
歳
未

満
の
方
は
、
知
的
・
精
神
障
害

が
確
認
で
き
る
診
断
書
で
も

可
）

利
用
者
負
担
額
利
用
時
間
に
応

じ
、
課
税
世
帯
で
１
回
あ
た
り

２
０
０
円（
４
時
間
未
満
）、
４

０
０
円（
４
時
間
～
８
時
間
未

満
）、
６
０
０
円（
８
時
間
以

上
）、
８
０
０
円（
宿
泊
）。
非

課
税
世
帯
は
そ
の
半
額

◎
移
動
支
援
事
業

　
移
動
支
援
事
業
は
、
屋
外
で

の
移
動
に
困
難
が
あ
る
障
害
者

・
児
に
つ
い
て
、
外
出
時
の
移

動
を
支
援
す
る
も
の
で
す
。

利
用
時
間
１
カ
月
当
た
り
、
小

学
生
が
１０
時
間
。
中
学
生
以
上

が
２０
時
間
。
た
だ
し
、
小
学
生

～
高
校
生
に
つ
い
て
は
、
７
月

～
９
月
の
夏
季
期
間
の
利
用
時

間
を
１０
時
間
拡
大

e
小
学
生
以
上
で
、
視
覚
障
害

者（
同
行
援
護
に
該
当
す
る
程

度
の
障
害
の
あ
る
者
を
除
く
）、

知
的
障
害
、
精
神
障
害
の
手
帳

を
お
持
ち
の
方
、
ま
た
は
両
上

肢
お
よ
び
両
下
肢
に
１
級
程
度

の
障
害
が
あ
り
、
車
い
す
で
の

単
独
移
動
が
困
難
な
方

利
用
負
担
額
課
税
世
帯
で
３０
分

に
つ
き
８５
円（
両
上
肢
お
よ
び

両
下
肢
に
１
級
程
度
の
障
害
の

あ
る
中
学
生
以
上
の
方
は
、
３０

分
に
つ
き
１
５
５
円
）。
非
課

税
世
帯
の
場
合
は
無
料

《
共
通
事
項
》

　
利
用
者
負
担
額
は
、
１８
歳
以

上
の
方
は
、
障
害
者
本
人
と
配

偶
者
の
み
の
課
税
状
況
に
よ
っ

て
決
定
し
ま
す
。
利
用
期
間
は
、

申
請
日
～
最
初
に
到
達
す
る
９

月
３０
日
と
な
り
、
そ
の
後
は
１

年
ご
と
の
更
新
で
す
。
申
請
の

際
は
障
害
福
祉
課
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い

　
※
す
で
に
事
業
を
利
用
さ
れ

て
い
る
方
で
、
更
新
に
際
し
別

途
手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
、

８
月
～
９
月
に
か
け
て
案
内
を

郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
早
め

に
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

l
障
害
福
祉
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
４
７

住
環
境

９
月
は
高
齢
者
悪
質
商
法 

被
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

月
間
で
す

◎
高
齢
者
の
悪
質
商
法
被
害
を

防
ご
う
！
見
守
り
の
力
で
！！

　
高
齢
者
の
悪
質
商
法
被
害
が

後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
市
で
は
、

都
が
毎
年
９
月
に
実
施
し
て
い

る
高
齢
者
悪
質
商
法
被
害
防
止

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
連
携
し
て
、

高
齢
者
ご
本
人
へ
の
注
意
喚
起

と
相
談
の
呼
び
か
け
、
さ
ら
に

周
囲
の
人
々
へ
見
守
り
の
大
切

さ
を
知
っ
て
い
た
だ
く
取
り
組

み
を
行
い
ま
す
。
期
間
中
、
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
や
特
別
電

話
相
談
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

高
齢
者
の
皆
さ
ん
は
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
周
囲
の

皆
さ
ん
も
、
消
費
者
被
害
の
未

然
防
止
・
早
期
発
見
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

①
高
齢
者
被
害
特
別
相
談

a
９
月
１２
日
㈪
～
１４
日
㈬
午
前

１０
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４

時悪
質
商
法
の
事
例
と
注
意
▼
事

例
１
＝「『
こ
の
ま
ま
だ
と
大
変

な
こ
と
に
な
る
』な
ど
不
安
を

あ
お
る
文
句
で
契
約
を
迫
ら
れ

た
」…
そ
の
場
で
判
断
し
な
い
。

少
し
で
も
お
か
し
い
と
思
っ
た

ら
、
相
談
す
る
▼
事
例
２
＝

「『
身
に
覚
え
の
な
い
』請
求
が

き
た
」…
相
手
の
電
話
番
号
が

記
載
さ
れ
て
い
て
も
、
絶
対
に

連
絡
し
な
い
。
絶
対
に
支
払
わ

な
い
▼
事
例
３
＝「『
お
試
し
価

格
』で
購
入
し
た
ら
定
期
購
入

が
条
件
だ
っ
た
」…
通
信
販
売

で
商
品
を
購
入
す
る
際
は
、「
今

が
チ
ャ
ン
ス
」な
ど
の
広
告
を

安
易
に
信
用
し
な
い
。
注
文
す

る
前
に
、
購
入
・
返
品
条
件
を

よ
く
確
認
す
る

②
多
重
債
務
１
１
０
番

　
収
入
減
少
に
よ
る
債
務
返
済

困
難
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー
で
は
、

都
消
費
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー
と

共
同
で
無
料
相
談
会
を
実
施
し

ま
す
。

a
９
月
５
日
㈪
～
６
日
㈫
午
前

１０
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４

時《①
・
②
共
通
事
項
》

b
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー（
市
役

所
２
階
生
活
文
化
課
内
）

j
通
常
の
消
費
者
相
談
も
行
っ

て
い
ま
す

l
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
３

・
４
５
０
５

救
急
医
療
週
間

　
９
月
４
日
㈰
～
１０
日
㈯
は
救

急
医
療
週
間
で
す
。
４
年
度
の

東
京
消
防
庁
救
急
安
全
標
語
は

「
ま
ず
行
動　
救
え
る
命　
あ

な
た
か
ら
」で
す
。

◎
東
京
消
防
庁
救
急
相
談
セ
ン

タ
ー

　
救
急
車
を
呼
ぶ
か
迷
っ
た
場

合
の
相
談
窓
口
と
し
て
開
設
し

て
い
ま
す
。
相
談
医
療
チ
ー
ム

が
２４
時
間
年
中
無
休
で
対
応
し

ま
す

l
東
京
消
防
庁
救
急
相
談
セ
ン

タ
ー
☎
＃
７
１
１
９
ま
た
は
☎

０４２
・
５
２
１
・
２
３
２
３

◎
救
命
講
習（
各
種
）

　
東
京
消
防
庁
で
は
、
心
肺
蘇

生
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
い
方
、
け
が

の
手
当
て
な
ど
、
応
急
手
当
を

習
得
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

都
民
や
事
業
所
な
ど
を
対
象
と

し
て
救
命
講
習
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
家
族
を
、
命
を
守
る
た

め
、
知
識
と
技
術
を
学
び
ま
し

ょ
う
。

l
東
久
留
米
消
防
署
救
急
係
☎

０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

東
京
消
防
庁
公
式
ア
プ
リ

　
消
防
や
救

急
の
知
り
た

い
情
報
を
入

手
で
き
ま
す
。

	

（
６
面
へ
続
く
） 同アプリ

東久留米市救急情報シートをご活用ください
　市では、地域で高齢者が安心して在宅生活が送ることができるよう、「東久留米市救急情報シート」を作成し配布していま
す。このシートは、事前にかかりつけ医や服薬内容などの医療情報や緊急連絡先を記載し、自宅の冷蔵庫などに貼ることで、
救急時に迅速に救急隊や医療関係者に情報提供できるというものです。ぜひ、ご活用ください。
入手方法次の窓口で配布しています▼介護福祉課窓口（市役所 １階）▼東部・中部・西部の各地域包括支援センター▼わくわ
く健康プラザ
　※市nからも取得できます。
l同課地域ケア係☎０４２・４７０
・７７７７（内線２５０１～２５０３）また
は電話で次の各地域包括支援
センター
▼東部地域（上の原・神宝町・金山町・氷
川台・大門町・東本町・新川町・浅間町・
小山）にお住まいの方＝東部地域包括支援
センター☎０４２・４７３・９９９６または同本部☎
０４２・４２８・７７８８
▼中部地域（本町・幸町・中央町・南沢・
学園町・ひばりが丘団地・南町・前沢一〜
三丁目）にお住まいの方＝中部地域包括支
援センター☎０４２・４７０・８１８６または同本部
☎０４２・４５１・５１２１
▼西部地域（前沢四・五丁目、滝山・野火
止・八幡町・柳窪・弥生・下里）にお住ま
いの方＝西部地域包括支援センター☎０４２
・４７２・０６６１

市n

東久留米市救急情報シート（表・裏）

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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（
５
面
か
ら
続
く
）

指
定
収
集
袋（
有
料
ご

み
袋
）減
免
特
別
窓
口

　
市
で
は
、
対
象
世
帯
向
け
に

家
庭
系
ご
み
指
定
収
集
袋（
市

が
指
定
す
る
燃
や
せ
る
ご
み
、

燃
や
せ
な
い
ご
み
、
容
器
包
装

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
用
の
ご
み
袋
）

の
減
免
申
請
受
け
付
け
の
特
別

窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

日
時
・
場
所
な
ど
左
表
の
通
り

e
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

世
帯
▼
生
活
保
護
を
受
給
し
て

い
る
世
帯
▼
身
体
障
害
者
手
帳

１
・
２
級
の
方
が
属
す
る
非
課

税
世
帯
▼
愛
の
手
帳
１
・
２
度

の
方
が
属
す
る
非
課
税
世
帯
▼

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
の
方
が
含
ま
れ
る
非
課
税
世

帯
▼
児
童
扶
養
手
当
ま
た
は
特

別
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
▼

老
齢
福
祉
年
金
受
給
世
帯

提
出
書
類
手
数
料（
減
額
・
免

除
）申
請
書
お
よ
び
交
付
条
件

に
該
当
す
る
こ
と
が
分
か
る
書

類（
生
活
保
護
受
給
証
明
書
・

障
害
者
手
帳
・
児
童
扶
養
手
当

受
給
証
書
な
ど
）

i
お
住
ま
い
の
地
域
別
に
日
程

を
割
り
当
て
て
い
ま
す
。
割
り

当
て
の
日
程
で
都
合
が
つ
か
な

い
場
合
は
他
の
日
程
に
ご
来
場

く
だ
さ
い
。
来
場
時
は
混
雑
を

防
ぐ
た
め
、
で
き
る
限
り
１
世

帯
１
人
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　
※
来
庁
時
は
マ
ス
ク
の
着
用

と
入
口
で
の
手
指
の
消
毒
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

j
９
月
２９
日
㈭
以
降
は
、
ご
み

対
策
課
で
受
け
付
け
ま
す

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７

高
齢
者
等
世
帯
に
対
す
る 

ご
み
出
し
サ
ポ
ー
ト

　
市
で
は
、
高
齢
者
等
世
帯
の

ご
み
出
し
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
行

っ
て
い
ま
す
。
利
用
者
は
事
前

に
ご
用
意
い
た
だ
い
た
ご
み
収

集
容
器（
ポ
リ
バ
ケ
ツ
な
ど
）に
、

決
め
ら
れ
た
収
集
曜
日
や
時
間

に
か
か
わ
ら
ず
、
ご
み
や
資
源

物
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

e
身
近
な
方
な
ど
の
協
力
を
得

て
も
な
お
、
市
が
定
め
た
収
集

・
回
収
曜
日
お
よ
び
排
出
時
間

ま
で
に
家
庭
廃
棄
物
の
排
出
が

困
難
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
の
み
で
構
成
さ
れ
て

い
る
世
帯
▼
介
護
保
険
法
に
基

づ
き
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介

護
４
ま
た
は
要
介
護
５
の
認
定

を
受
け
た
方
▼
身
体
障
害
者
福

祉
法
に
基
づ
き
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
ま
た
は
２
級
の
認
定
を

受
け
た
方
▼
精
神
保
健
及
び
精

神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
き
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
の
認
定
を
受
け
た

方
▼
東
京
都
愛
の
手
帳
交
付
要

綱
に
基
づ
き
愛
の
手
帳
の
交
付

を
受
け
、
障
害
の
程
度
が
１
度

ま
た
は
２
度
の
方

申
請
受
付
日
時
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
午
前
９
時
〜
午
後

５
時（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除

く
）

申
請
方
法
利
用
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
対
象
要
件

に
該
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
書

類（
世
帯
全
員
分
）を
添
え
て
ご

み
対
策
課（
八
幡
町
２

−

１０

−

１０
）に
申
請
を

　
※
利
用
申
請

書
は
ご
み
対
策

課
で
配
布
す
る

他
、
市
n
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
３
・
２
１

１
７

お
知
ら
せ

第
３
回
市
議
会
定
例
会

　
第
３
回
市
議
会
定
例
会
が
９

月
１
日
㈭
〜
２８
日
㈬
の
日
程
で

開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。
一
般

質
問
が
５
日
㈪
〜
８
日
㈭
、
常

任
委
員
会
が
１２
日
㈪
〜
１４
日
㈬
、

予
算
特
別
委
員
会
が
１５
日
㈭
、

決
算
特
別
委
員
会
が
２１
日
㈬
〜

２６
日
㈪
の
予
定
で
す（
い
ず
れ

も
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
休

会
）。

l
議
会
事
務
局
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
８
９

「
自
動
通
話
録
音
機
」を

貸
し
出
し
ま
す

　
市
で
は
、
依
然
と
し
て
市
内

で
の
特
殊
詐
欺
の
電
話
が
後
を

絶
た
な
い
こ
と
か
ら
、
自
動
通

話
録
音
機
を
貸
与
し
ま
す
。
こ

れ
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
電
話

の
呼
び
出
し
音
が
鳴
る
前
に
警

告
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
流
れ
る
た
め
、

犯
人
が
通
話
を
断
念
し
、
被
害

を
未
然
に
防
止
す
る
効
果
が
期

待
で
き
ま
す
。

e
市
内
在
住
で
６５
歳
以
上
の
方

（
す
で
に
警
視
庁
ま
た
は
市
か

ら
貸
与
さ
れ
て
い
る
世
帯
を
除

く
）

h
身
分
証
明
書
ま
た
は
公
的
機

関
が
発
行
し
た
住
所
・
氏
名
が

確
認
で
き
る
郵
便
物
な
ど（
窓

口
で
の
貸
与
の
際
に
本
人
確
認

を
行
い
ま
す
）

貸
出
台
数
先
着
１
０
０
台（
１

世
帯
に
つ
き
１
台
ま
で
）

i
お
使
い
の
電
話
機
が
迷
惑
防

止
機
能
付
の
場
合
は
設
置
で
き

ま
せ
ん
。ま
た
、貸
与
後
の
設
置

は
、
ご
自
身
で
お
願
い
し
ま
す

k
９
月
１
日
㈭
午
前
９
時
か
ら

電
話
で
防
災
防
犯
課
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
日
程
調
整
の
上
、

ご
指
定
の
日
時
に
同
課
窓
口
で

貸
与
し
ま
す

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

６
９パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

募
集

◎「（
仮
称
）東
久
留
米
市
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
の
方
向
性
に
つ
い
て
」

　
市
で
は
、
５
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴

い
、
そ
の
施
行
条
例
の
内
容
を

検
討
し
て
お
り
、
こ
の
た
び
、

市
個
人
情
報
保
護
審
査
会
で
検

討
し
、
そ
の
方
向
性
を「
令
和

３
年
度
個
人
情
報
保
護
法
改
正

に
伴
う
施
行
条
例
の
方
向
性
に

つ
い
て
」と
し
て
取
り
ま
と
め

ま
し
た
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
期
間
・
場
所
９
月
１
日
㈭

〜
２１
日
㈬
に
、
総
務
部
総
務
課

（
市
役
所
４
階
）、
市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー（
同
１
階
）、
中
央
・
滝

山
・
ひ
ば
り
が
丘
・
東
部
の
各

図
書
館
、
市
n
で
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す（
た
だ
し
、
各
施
設
の

閉
庁
日
・
休
館
日
を
除
く
）

提
出
方
法
閲
覧
期
間
中
に（
必

着
）、「
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例
の
方
向
性

に
関
す
る
意
見
」と
明
記
し
て
、

住
所・氏
名・年
代（
例
＝
２０
代
）

・
ご
意
見（
書
式
自
由
）を
記
入

の
上
、
〒
２０３

−

８
５
５
５
、
市

役
所
総
務
課
宛
て
郵
送
、
o

（
０４２
・
４
７
０
・
７
８
０
４
）ま

た
は
m（som

u

＠city.higa 
shikurum

e.lg.jp

）で
提
出

をi
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
ご
意
見
は
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご

意
見
は
、
個
人
情
報
を
除
い
た

上
で
要
約
し
、後
日
、市
n
で
公

開
し
ま
す
。
ご
意
見
の
返
却
や

個
別
の
回
答
は
い
た
し
ま
せ
ん

l
総
務
課
法
務
・
文
書
担
当
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
１
４

「
生
産
緑
地
地
区
の 

変
更
案
」の
縦
覧

　
「
東
村
山
都
市
計
画
生
産
緑

地
地
区
の
変
更（
東
久
留
米
市

決
定
）案
」を
取
り
ま
と
め
ま
し

た
の
で
、
都
市
計
画
法
第
１７
条

の
規
定
に
基
づ
き
縦
覧
を
行
い

ま
す
。
な
お
、
同
法
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
長
に
対
し
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間
９
月
１
日
㈭
〜
１５
日

㈭（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）午
前
８
時
半
〜
午
後
５

時（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

縦
覧
場
所
都
市
計
画
課（
市
役

所
５
階
）

e
市
内
在
住
の
方
お
よ
び
利
害

関
係
の
あ
る
方

意
見
書
の
提
出
方
法
縦
覧
期
間

中
に（
必
着
）、
〒
２０３

−

８
５
５

５
、
市
役
所
都
市
計
画
課
宛
て

郵
送
、
ま
た
は
直
接
同
課
へ
提

出
を

l
同
課
計
画
調
整
担
当
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
６
２

ご
み
集
積
所
跡
地
の
売
却

　
家
庭
ご
み
の
全
品
目
戸
別
収

集（
小
型
廃
家
電
類
を
除
く
）に

伴
い
、
使
用
し
な
く
な
っ
た
ご

み
集
積
所
の
跡
地
に
つ
い
て
、

跡
地
に
隣
接
す
る
土
地
を
所
有

し
て
い
る
方
を
対
象
に
売
却
し

て
い
ま
す
。
必
要
書
類
な
ど
の

詳
細
は
ご
み
対
策
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

売
却
対
象
者
購
入
を
希
望
す
る

跡
地
に
隣
接
す
る
土
地
を
所
有

す
る
方

売
却
除
外
地
次
の
①
ま
た
は
②

に
該
当
す
る
跡
地
は
、
売
却
を

実
施
し
ま
せ
ん
。
①
ご
み
収
集

に
伴
う
一
時
積
み
替
え
保
管
場

所
や
公
共
用
地
と
し
て
の
活
用

を
す
る
跡
地
②
マ
ン
ホ
ー
ル
な

ど
が
存
在
す
る
跡
地

売
却
価
格
固
定
資
産
税
路
線
価

を
基
礎
と
し
て
、
狭
小
性
に
応

じ
た
原
価
率
を
乗
じ
た
上
で
、

工
作
物
の
撤
去
費
用
を
差
し
引

い
て
算
出
し
ま
す

引
渡
形
態
現
状
有
姿
で
の
引
渡

し
と
な
り
ま
す

案
内
書
に
つ
い
て
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
〜

午
後
５
時（
正
午
〜
午
後
１
時

を
除
く
）に
、
ご
み
対
策
課（
八

幡
町
２

−

１０

−

１０
）で
配
布
す

る
ほ
か
、
市
n

か
ら
も
取
得
で

き
ま
す

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

結
果

　
市
で
は
５
月
に
、
１８
歳
以
上

の
市
民
の
中
か
ら
無
作
為
に
抽

出
し
た
２
０
０
０
人
を
対
象
に
、 「

令
和
４
年
度
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
調
査
は
、
市
が
取
り
組
ん

で
い
る
事
業
に
対
す
る
市
民
の

皆
さ
ん
の
声
を
お
聞
き
し
、
そ

の
成
果
や
実
績
な
ど
を
把
握
す

る
た
め
に
実
施
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
た
び
、
同
調
査
の
結
果

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

有
効
回
答
数（
回
答
率
）７
７
１

人（
３８
・
６
％
）（
郵
送
に
よ
る

回
答
５
５
６
人
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
回
答
２
１
５
人
）

調
査
結
果
閲
覧
場
所
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
１
階
）、
中

央
・
滝
山
・
東

部
・
ひ
ば
り
が

丘
の
各
図
書
館
、

市
n
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

l
行
政
経
営
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
０
４

就
業
構
造
基
本
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

調
査
の
目
的
こ
の
調
査
は
、
国

が
統
計
法
に
基
づ
き
５
年
ご
と

に
実
施
す
る
重
要
な
統
計
調
査

で
す
。
普
段
仕
事
を
し
て
い
る

か
ど
う
か
、
就
業
に
関
す
る
希

望
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
、
働

き
方
改
革
の
推
進
に
向
け
た
各

種
取
り
組
み
な
ど
、
国
や
地
方

公
共
団
体
の
政
策
の
基
礎
資
料

と
し
て
幅
広
く
使
わ
れ
ま
す

調
査
の
基
準
日
１０
月
１
日
㈯

調
査
の
対
象
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
よ
っ
て
無
作
為
に
選
ば
れ

た
地
域
に
居
住
し
て
い
る
１５
歳

以
上
の
世
帯
員
の
方

調
査
の
方
法
９
月
上
旬
か
ら
調

査
員
が
調
査
準
備
の
た
め
に
世

帯
を
訪
問
し
、
９
月
下
旬
か
ら

調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
調

査
書
類
を
配
布
し
ま
す

回
答
方
法
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
回
答
す
る
か
、
紙
の

調
査
票
を
統
計
調
査
員
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い

j
▼
調
査
員
は
調
査
員
証
を
携

帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
▼
調
査
票
の
回
答
内

容
は
統
計
法
に
よ
っ
て
厳
重
に

保
護
さ
れ
、
統
計
作
成
の
目
的

以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん

l
総
務
課
統
計
調
査
担
当
☎
０４２

・
４
７
０
・
７

８
１
０

職
員
募
集

学
童
保
育
所
児
童
厚
生
員

（
会
計
年
度
任
用
職
員・ 

ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

c
▼
任
用
期
間
＝
１０
月
１
日
〜

５
年
３
月
３１
日（
以
降
条
件
付

き
で
再
度
任
用
の
場
合
あ
り
）

▼
勤
務
時
間
＝
月
曜
〜
土
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）、月
７５
時
間（
変

則
勤
務
有
り
）程
度
。
午
前
８

時
１５
分
〜
午
後
６
時
の
間
で
、

４
〜
７
時
間
の
シ
フ
ト
勤
務
▼

勤
務
内
容
＝
学
童
保
育
所
で
の

児
童
の
育
成
支
援
の
補
助
な
ど

▼
募
集
人
数
＝
若
干
名
▼
報
酬

な
ど
＝
時
給
１
１
０
２
円（
交

通
費
と
期
末
手
当
の
支
給
は
市

の
規
定
に
よ
る
）▼
応
募
書
類

＝
市
販
履
歴
書（
写
真
添
付
）

k
９
月
１２
日
㈪
ま
で
の
月
曜
〜

金
曜
日
午
前
８
時
半
〜
午
後
５

時
に
、
応
募
書
類
を
児
童
青
少

年
課（
市
役
所
２
階
）へ
持
参
を
。

書
類
選
考
後
、
面
接
あ
り
。
履

歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
５

市n

市n

同調査n

市n

表　指定収集袋（ごみ袋）減免特別窓口日程
日程 時間 場所 対象地域など

９月１２日㈪
午前１０時～１１時半、
午後１時～４時

南部地域センター講習室１ ひばりが丘団地・南沢・南町
９月１４日㈬ 西部地域センター３階講習室 滝山・柳窪・弥生
９月１６日㈮ 東部地域センター２階会議室２ 上の原・金山町・神宝町・大門町
９月２５日㈰ 午前１０時～午後１時

市役所７階７０３会議室

平日都合がつかない方
９月２６日㈪

午前９時半～１１時半、
午後１時～４時

学園町・小山・幸町・下里・野火止
９月２７日㈫ 中央町・八幡町・本町・前沢
９月２８日㈬ 新川町・浅間町・氷川台・東本町

職員募集
4．9．1 6
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官
公
署

　
な
ど

都
立
六
仙
公
園 

は
ら
っ
ぱ
ス
ポ
ー
ツ
教
室

　
身
近
な
遊
び
や
運
動
を
通
し

て
子
ど
も
の
協
調
性
を
育
み
ま

す
。
普
段
の
遊
び
に
ス
ポ
ー
ツ

の
要
素
を
取
り
入
れ
た
運
動
を

行
い
ま
す
。

a
９
月
５
日
㈪
午
後
３
時
～
３

時
４５
分（
雨
天
中
止
）

b
都
立
六
仙
公
園（
中
央
町
三

丁
目
）

e
４
～
６
歳
の
未
就
学
児

f
先
着
１５
組

g
２
０
０
円

h
タ
オ
ル
、
帽
子
、
飲
み
物

k
l
都
立
野
川
公
園
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
☎
０
４
２
２
・
３
１

・
６
４
５
７

計
量
器
の
定
期
検
査

　
商
店
で
の
取
り
引
き
や
学
校

・
病
院
な
ど
で
証
明
に
使
用
す

る「
計
量
器（
は
か
り
）」は
、
２

年
に
１
度
の
検
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
身
分
証
・

名
札
を
携
帯
し
た
都
の
職
員
が

対
象
と
な
る
お
店
な
ど
に
直
接

伺
い
、「
は
か
り
」の
検
査
を
実

施
し
ま
す
。
対
象
の
方
に
は
、

都
計
量
検
定
所
か
ら
は
が
き
を

お
送
り
し
ま
す
。
は
が
き
が
届

か
な
い
方
、「
は
か
り
」を
新
た

に
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
方
、

ま
た
は
使
用
し
な
く
な
っ
た
方

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

検
査
日
程
９
月
５
日
㈪
～
１６
日

㈮（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

l
都
計
量
検
定
所
検
査
課
☎
０３

・
５
６
１
７
・
６
６
３
８

９
月
は「
東
京
都
食
生
活 

改
善
普
及
運
動
月
間
」

◎
野
菜
メ
ニ
ュ
ー
店
を
利
用
し

ま
せ
ん
か

　
都
で
は
、
野
菜
の
摂
取
量
が

足
り
て
い
な
い
都
民
の
食
生
活

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
１
食

あ
た
り
１
２
０
㌘
以
上（
３
５

０
㌘〈
１
日
の
野
菜
接
種
目
標

量
〉の
約
３
分
の
１
）の
野
菜
を

食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
メ
ニ
ュ

ー
を
提
供
す
る「
野
菜
メ
ニ
ュ

ー
店
」の
利
用
を
推
奨
す
る
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
外
食
の

際
は「
野
菜
メ
ニ
ュ
ー
店
」に
ぜ

ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

野
菜
メ
ニ
ュ
ー
店
の
情
報
は
、

多
摩
小
平
保
健
所
n
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
保
健
所

管
内
各
市
の
保
健
セ
ン
タ
ー
で

は
、
野
菜
メ

ニ
ュ
ー
店
の

紹
介
マ
ッ
プ

を
配
布
し
て

い
ま
す
。

l
同
保
健
所
生
活
環
境
安
全
課

保
健
栄
養
担
当
☎
０４２
・
４
５
０

・
３
１
１
１

都
立
東
久
留
米
総
合
高
校 

学
校
公
開
講
座 

「
簿
記
入
門
」

a
全
４
回
。
１０
月
２
日
・
９
日

・
１６
日
・
２３
日
の
い
ず
れ
も
日

曜
日
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

b
都
立
東
久
留
米
総
合
高
校

f
２０
人（
申
し
込
み
多
数
の
場

合
は
抽
選
）

g
３
５
０
０
円（
受
講
料
・
テ

キ
ス
ト
代
）

k
９
月
９
日
㈮
ま
で
に（
消
印

有
効
）、
往
復
は
が
き
に
郵
便

番
号・住
所・氏
名（
ふ
り
が
な
）

・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を

記
入
の
上
、
〒
２０３

−

０
０
５
２
、

幸
町
５

−

８

−

４６
、
都
立
東
久

留
米
総
合
高
等
学
校
公
開
講
座

宛
て
郵
送
ま
た
は
m（S１００ 

０３０２@
sectio

n.m
etro

.
tokyo.jp

）送
信
を

l
同
校
☎
０４２
・
４
７
１
・
２
５

１
０千

代
田
区
立
神
田
一
橋 

中
学
校
通
信
教
育
課
程 

生
徒
募
集

選
考
日
１２
月
３
日
㈯

e
①
昭
和
２１
年
３
月
３１
日
以
前

の
尋
常
小
学
校
卒
業
お
よ
び
国

民
学
校
初
等
科
修
了
の
方
で
、

高
等
学
校
に
入
学
資
格
が
な
い

方
②
都
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤

し
て
い
る
満
６５
歳
以
上
の
方
で

①
に
準
ず
る
方

　
※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

k
１０
月
１７
日
㈪
～
１１
月
１８
日
㈮

に（
消
印
有
効
）、
神
田
一
橋
中

学
校
で
配
布
す
る
出
願
書
類
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
〒
１０１

−

０
０
０
３
、
千
代
田
区
一
ツ

橋
２

−

６

−

１４
、
千
代
田
区
立

神
田
一
橋
中
学
校
宛
て
郵
送
ま

た
は
直
接
同
校
へ
持
参
を

l
同
校
☎
０３
・
３
２
６
５
・
５

９
６
１

市
社
会
福
祉
協
議
会 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
交
流
室
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

　
予
約
不
要
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ

ー
ス
で
少
人
数
で
の
打
ち
合
わ

せ
な
ど
に
利
用
で
き
ま
す
。
ま

た
、
行
政
機
関
や
関
係
機
関
か

ら
の
報
告
書
、
福
祉
に
関
す
る

本
や
雑
誌
、
ビ
デ
オ
な
ど
の
閲

覧
・
貸
し
出
し（
原
則
２
週
間
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。
福
祉
関
連

の
チ
ラ
シ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も

掲
示
し
、
お
持
ち
帰
り
い
た
だ

け
る
資
料
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

開
室
時
間
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）

i
１
つ
の
団
体
に
よ
る
占
有
は

で
き
ま
せ
ん
。
利
用
時
間
が
重

な
っ
た
場
合
は
譲
り
合
っ
て
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
図
書

や
配
架
資
料
の
閲
覧
な
ど
で
市

民
や
社
協
職
員
が
入
室
す
る
こ

と
が
あ
り
ま

す
　
※
詳
細
は

社
協
n
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
制
度

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
個

人
・
団
体
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

欲
し
い
と
い
う
個
人
・
団
体
・

施
設
な
ど
を
つ
な
ぐ
お
手
伝
い

を
し
て
い
ま
す
。

登
録
の
流
れ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

す
る
上
で
の
心
構
え
や
活
動
先

を
案
内
し
ま
す
。
相
談
後
、
登

録
を
希
望
す
る
方
は
登
録
カ
ー

ド
に
希
望
す
る
活
動
や
活
動
可

能
な
日
時
な
ど
を
記
入
し
ま
す
。

後
日
、
登
録
し
た
情
報
に
活
動

条
件
が
合
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
紹
介
し
ま
す
。
登
録
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
一

覧
は
社
協
n

で
公
開
し
て

い
ま
す

l
市
社
協
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５
・
０
７
３

９
e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
電
子
納
税

が
大
変
便
利
で
す

　
地
方
税
共
通
納
税
シ
ス
テ
ム

で
の
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
電
子
納
税
が

大
変
便
利
で
す
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
な
ど
で
の
納
税
に
加
え
て
、

事
前
に
登
録
し
た
口
座
か
ら
引

き
落
と
し
が
で
き
る
ダ
イ
レ
ク

ト
納
付
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

全
国
の
自
治
体
に
一
括
で
納
税

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ま
た
、

３
年
１０
月
か
ら
都
民
税
利
子
割

・
都
民
税
配
当
割
・
都
民
税
株

式
等
譲
渡
所
得
割
の
納
入
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。

　
詳
細
は
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
n

を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

l
立
川
都
税
事
務
所
☎
０４２
・
５

２
３
・
３
１
７
１

同保健所n

社協n

eLTAXn

社協n（ボランテ
ィア一覧など）

　広報ひがしくるめ「市民伝言板」の後期分（ ４ 年１０月１５
日号〜 ５ 年 ４ 月 １ 日号）を、 ９ 月 １ 日㈭午前 ８ 時半から
秘書広報課（市役所 ４ 階）で受け付けます。
　申し込みは、所定の申込用紙に記入の上、月曜〜金曜
日の午前 ８ 時半〜午後 ５ 時（正午〜午後 １ 時と祝日を除
く）に、直接秘書広報課（市役所 ４ 階）へ持参してくださ
い。先着順で受け付けます（郵送、電話、o、mでの申
し込みはできません）。　※申込用紙は、同課または市
nの「申請書ダウンロード」から取得できます。
掲載できない主な内容▼政治活動を目的としたもの（政
治活動と誤解される恐れのある場合も含む）▼宗教活動
を目的としたもの（宗教活動と誤解される恐れのある場
合も含む）▼営利活動を目的としたもの▼売名行為を目
的としたもの▼動植物などの売買、交換など（無償も含
む）を目的としたもの▼グループなどの構成員相互の連
絡、同窓会の告知を目的としたもの▼求職・求人を目的
としたもの
i▼原稿受け付けの締め切り日は、各号発行日の２０日前

（閉庁日に当たる場合は次の開庁日）です▼掲載回数は、
１ 団体につき「会員募集」「催し」を合わせて半年に ２ 回ま
で（年 ４ 回）です▼同一団体の掲載は「会員募集」「催し」の
別に関係なく、 ２ 号以上間を空けてください▼利用でき
る団体は、原則として市内で活動する団体とし、連絡先
は市内在住の方に限ります▼講師や指導者による生徒募
集は掲載できません
l同課☎０４２・４７０・７７０８

市民伝言板（後期分）を
９月 １日から受け付けます

　

会 員 募 集
◆東久留米古文書学習会＝a月 １
回。第 ２ 火曜日午前 ９ 時〜正午b
生涯学習センターg会費年 ２ 回各
２，０００円j古文書の学習①地方文
書回読②鈴木先生による戦国武将
の手紙解読l山本☎０８０・１３８４・
５８７１
◆東久留米市ラジオ体操連盟＝a
毎日午前 ６ 時１０分〜 ７ 時b本村小
学校、ひばりが丘南公園、不動橋
広場など ６ カ所g会費年１，２００円
j初心者歓迎。正しいラジオ体操、
練功十八法を身に付け健康維持l
對
つし

馬
ま

☎０４２・４７１・５７４２
◆車いすダンス（サンフラワー）＝
a月 ２ 回。土曜日午前１０時〜正午
bさいわい福祉センターg会費 １
回２００円j松葉杖、ステッキ、足
元不安な方も車いすに座って踊り
ましょうl松本☎０４２・４７３・９７０９
◆読み聞かせ（朗読の会）＝a月 ２
回。第 １ ・第 ３ 火曜日午後 １ 時〜
４ 時b西団地２５号棟集会所（アコ
レ裏）g入会金５００円、会費 １ 回
２００円j五

い

十
そ

島
じま

帆
はん

の人情時代小説
を持廻りで朗読する。歴史の勉強
と文章力をつけるl五島☎０８０・
１１３６・２０９３（午後 ６ 時まで）
◆エビス絵画＝a月 ２ 回。金曜日
午前１０時〜正午b生涯学習センタ
ーg入会金３，０００円、会費月４，０００
円j静物、風景、人物など身近な
ものを描く。初心者歓迎l村田☎
０９０・５５３４・８５３８

◆空手教室（公式ルール派）＝ab
毎週月曜日が神宝小学校、火曜日
が南町小学校、木曜日が第一小学
校、金曜日が東部地域センター、
いずれも午後 ６ 時〜 ８ 時。日曜日
が第三小学校、午前１１時〜正午g
入会金１，０００円、会費月３，０００円他
j ２ 歳半児〜高齢者が対象。基礎
から無理なく指導。無料体験あり
l依

より

岡
おか

☎０９０・３２２３・９４６７
◆仙武館空手道教室（松

しょう

濤
とう

館
かん

流）＝
a毎週日曜日午前１０時〜午後 ０ 時
半他b南町小学校体育館g入会金
５，０００円、会費月３，０００円他j小学
生以上、見学体験の上、入門をお
気軽にご相談くださいl土居☎
０４２・４７５・９３７５
◆歴史（歴史を語る会）＝a隔月 １
回午後 １ 時〜 ３ 時b生涯学習セン
ターg会費 １ 回６００円j次回の活
動は ９ 月３０日㈮。「東郷平八郎」講
師は近藤幸徳氏l飯澤☎０９０・
４１７２・３５１４
◆合唱（なつかしの歌Aグループ）
＝a月 ２ 回。水曜日午後 １ 時半〜
３ 時半bさいわい福祉センターg
会費月３００円jピアノに合わせて
歌唱・懐かしの歌などを皆で楽し
く歌いますl横山☎０８０・６５４５・
０７７８
◆ママのための子宮美人ヨガサー
クル＝a月 １ 回。第 ２ 金曜日午前
１０時〜正午b南町地区センターg
会費 １ 回１，５００円j産後の方は ３
カ月からお子さま連れ大歓迎l森
☎０９０・７２３８・７６５２
◆居合道（剣新会）＝a毎週土曜日
午後 ２ 時〜 ４ 時他bスポーツセン
ター武道場g入会金１，５００円、会

費月４，５００円j未経験者も歓迎。
見学自由l石田☎０４２・４７７・１６４４

催 し
◆第２９回定期演奏会（東久留米交
響楽団）＝a１０月 ９ 日㈰午後 １ 時
半開場、午後 ２ 時開演b生涯学習
センターホールg入場料１，０００円
j ２ 年ぶりの演奏会です。ベート
ーベン「田園」、ラロ「スペイン交
響曲」他l山本☎０９０・３４００・３７９５
◆体力測定会（シニアクラブ連合
会）＝ab① ９ 月１２日㈪午後 １ 時
〜 ４ 時がわくわく健康プラザ、②
１０月１２日㈬午後 １ 時〜 ４ 時がスポ
ーツセンターj６５歳以上で市内在
住の方、自分の体力を測定してみ
ま せ ん かl細 田 ☎ ０８０・１０７７・
６２８８
◆秋のオープンディ（南沢シュタ
イナー子ども園）＝a ９ 月２５日㈰
午前１０時〜午後 ２ 時b南沢シュタ
イナー子ども園（南沢 ３ −１６−６３）
j人形劇・ライアー演奏・入園や
育児の相談・手作りおやつの販売
などl山口☎０８０・３２０７・１１２８
◆第 ３ 回絵手紙と消しゴム版画・
エトセトラ展（千代の会）＝a ９ 月
１７日㈯〜２０日㈫午前１０時〜午後 ５
時半bスペース１０５（市役所向か
い）j期間中数々のワークショッ
プあり。お気軽にお立ち寄りくだ
さいl宇貝☎０４２・４６６・３３１５

市民伝言板

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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　こころとからだを整えるには、①質の良い睡眠をとる
②毎日の食事でエネルギーを補給する③リラクゼーショ
ンでからだをほぐす、この ３点がポイントです。

　無理なく続けられる自分なりの目標を立て、健康づくりにぜひチャ
レンジしてみませんか。参加方法は健康づくりの目標を選択して取り
組み、ポイントを貯めるだけです。取り組み後に、「東くるめ元気plus
＋カード」を申請すると、市内１００店舗以上の登録店で、買い物やお食
事後にお得な特典が受けられるカードを取得できます。カードの申請
は自宅からオンラインでも行うことができます。
　この機会にガイドブックを利用して、健康づくりをはじめませんか。
　詳細は市nをご覧ください。
bガイドブック配布場所＝市役所（ １ 階屋内ひろば「市内案内板」、「市
政情報コーナー」など）、健康課（わくわく健康プラザ内）、各図書館、
各地域センター、スポーツセンターなどの市公共施設、東久留米駅の
市情報BOX。　※市nからも取得可。
e１６歳以上で、市内在住・在勤・在学（サークル活動も含む）の方
kカード申請場所＝健康課（わくわく健康プラザ内）または産業政策課（市役所 ６階）
※オンラインでも申請可。

ガイドブック（表紙）

■「東くるめわくわく元気plus＋」カード利用登録店を募集します
　「東くるめわくわく元気plus＋」にご協力いただける店舗を募集します。カー
ド利用店になると、市が作成しているガイドブックや市nで、店舗のPRができ
ます。ご応募お待ちしています。
k１０月３１日㈪までに、募集要領を確認の上、「『東くるめわくわく元気plus＋』カ
ード利用登録申込書」を、健康課（わくわく健康プラザ内）へ直接持参してください
※募集要領および申込書は、市nまたは健康課で取得できます。

市n

　都では、 ９月を自殺対策強化月間として「自殺防止！東京キャンペーン」を実施し
ています。期間中は特別相談や学生向け講演会などを開催します。
　生きるのがつらいときなどに相談できる窓口などがあります。

　市では、都の月間に合わせ、自殺予防に関するパネルな
どの展示を行います。ぜひご覧ください。
a ９ 月 １ 日㈭～３０日㈮
bわくわく健康プラザ １階入口ホール
l健康課☎０４２・４７７・００２２

「東くるめわくわく元気plus＋」　今日から健康づくりをはじめませんか
l健康課保健サービス係☎０４２・４７７・００２２

学生向けこころといのちの講演会（オンライン開催）

特別相談窓口

こころの健康に関するパネル展示

気軽にできる「こころとからだのメンテナンス」

いつでもできる腹式呼吸の
リラクゼーション方法をご紹介します

　「オンライン時代の学生のメンタルケア
　～こころの専門家と考えよう−若者のいのち～」

気づいていますか？こころのサイン

～あなたのこころ支えるハンドブック～
a ９ 月２９日㈭午後 ２時～ ４時半
e都内在住・在学の学生、保護者、対人援助職の方
d安宅勝弘氏（東京工業大学保健管理センター教授）、太刀川弘和氏（筑
波大学医学医療系災害・地域精神医学教授）、髙橋あすみ氏（北星学園
大学文学部助教）
k詳細は都福祉保健局nをご覧ください
l都福祉保健局健康推進課自殺総合対策担当☎０３・５３２０・４３１０

都福祉保健局
n

9月は、次の窓口で通常相談に加えて特別相談（相談受付時間の延長など）を行います。
特別相談 参考（通常相談）

窓口名称（実施機関）・電話番号など 時間など 電話番号 ・時間など（※）

有終支援いのちの山彦電話　−傾聴電話−
（NPO有終支援いのちの山彦電話）
☎０３ ・ ３８４２ ・ ５３１１

9月の火曜 ・ 水曜 ・ 金曜 ・ 土曜 ・
日曜日と祝日
各日正午～午後８時

毎週火曜 ・水曜 ・金曜 ・土曜日
各日正午～午後８時

自殺予防いのちの電話
（一般社団法人日本いのちの電話連盟）
☎０１２０ ・ ７８３ ・ ５５６

毎日午後４時～9時
※�ただし、9月１０日㈯午前８時
～１１日㈰午前８時の時間は実
施。

☎０３ ・ ３２６４ ・ ４３４３
毎日２４時間
（東京いのちの電話〈社会福祉法人
いのちの電話〉）

東京都自殺相談ダイヤル
　〜こころといのちのほっとライン〜
（NPOメンタルケア協議会）
☎０５７０ ・ ０８７４７８

9月１０日㈯～１４日㈬
（２４時間対応） 毎日正午～翌午前５時半

自死遺族傾聴電話
（NPOグリーフケア ・サポートプラザ）
☎０３ ・ ３７９６ ・ ５４５３

9月６日㈫～9日㈮
各日正午～午後４時

毎週火曜 ・木曜 ・土曜日
各日正午～午後４時

自死遺族相談ダイヤル
（NPO全国自死遺族総合支援センター）
☎０３ ・ ３２６１ ・ ４３５０

9月１２日㈪ ・ １３日㈫ ・ １４日㈬
各日午前１０時～午後８時

毎週木曜日午前１０時～午後８時、
毎週日曜日午前１０時～午後６時

NPO国際ビフレンダ―ズ東京自殺防止 
センター
☎０３ ・ ５２８６ ・ ９０９０

毎日午後８時～翌午前２時半
※月曜日は午後１０時半から、火曜日は午後５時から。

LINE相談（東京都）
アカウント名相談ほっとLINE＠東京
※右の二次元コードから接続できます。

午後３時～１１時（受け付けは午後１０時半まで）

※通常相談の電話番号は、特別相談の番号と異なる場合のみ記載しています。
※いずれの相談窓口も相談料は無料です。フリーダイヤル以外の連絡先は、通話料 ・通信料がかかります。
※０５７０で始まるナビダイヤルは、携帯電話の無料通話、かけ放題プランなどの対象外です。

①� �目を閉じ、おなかに
手をあてます。「いー
ち、にー、さーん」と
頭で数えながら、口
から息を吐きます。

②� �全て息を吐き出せた
ら、①と同じように
数えながら、鼻から
息を吸います。

③� ��①②を ５～１０分
繰り返します。

　市では、相談窓口やこころとからだ
のメンテナンス方法などを紹介してい
るパンフレットを配布しています。
　市nでは、同パンフレットや配布場
所などのほか、こころの健康づくりに
ついて掲載しています。
　健康課のほか、市役所（市政情報コ
ーナーのラック〈 １ 階〉など）、各図書
館、各児童館などで配布しています。
　また、市nでも「こころの健康づく
り」に関する情報や相談窓口を掲載し
ていますので、ぜひご覧ください。
l健康課☎０４２・４７７・００２２

市n

パンフレット（表紙）

ひとりで悩んでいませんか？ひとりで悩んでいませんか？ひとりで悩んでいませんか？ひとりで悩んでいませんか？
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